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注目トピックス 

01｜2023年の最低賃金改定について 

毎年10月付近に改定となる最低賃金ですが、今年も全

国加重平均を 1,000 円にすべく大幅な上昇が見込まれ

ています。 

 

特集 

02｜定年再雇用の際の賃金減額はできるか 

定年再雇用を機に基本給を減額することは一般に行わ

れていますが、同一労働同一賃金の流れから大幅な減額

が違法と判断される可能性が高まりつつあります。定年

再雇用の際の賃金減額について解説します。 

 

03｜パート・アルバイトの 

年次有給休暇について 

労働基準監督署調査の際に必ず確認されることの一つ

に年次有給休暇がありますが、パート・アルバイトに対

して付与すべき有給休暇について解説します。 

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題のビジネス書をナナメ読み 

04｜性格のいい会社（クロスメディア・パブ

リッシング） 

「性格のいい会社」とは、「社員を幸せにする会社」の

ことであり、仕事だけでなく、社員のプライベートや家

族の時間も大事にする会社のことです。スタート地点と

しての「性格のいい会社」を作ることがどのように会社

の成長につながるか見てみましょう。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所より 

05｜お問い合わせについて 

06｜近況報告 

 

経営診断ツール 

07｜パート・アルバイトの 

有休チェックシート 

2023年の   

最低賃金改定について 
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ささき文大社会保険労務士事務所 

労務管理や労働・社会保険、給与計算、 

助成金、労災特別加入、障害年金などの 

ご相談がございましたら、お気軽に当事 

務所までお問い合わせください。 

 
当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の事務所通信はいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

ささき文大社会保険労務士事務所 

代表 
社会保険労務士・衛生管理者・年金アドバイザ－・医療労 

務管理アドバイザー 佐々木 文大 

所在地 
〒253-0053 

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-1-36-201 

営業時間 9：00～17：00 

電話 0467-88-0661 090-5441-5696 

FAX 0467-88-0661 

メール bun@sasakisr.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

メッセージをお書きください。 

当事務所からの 
お知らせ 
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パート・アルバイトの有休チェックシート 

2023年版チェックシート 

パート・アルバイトの年次有給休暇付与の現状を確認するためのチェックシートです。 

 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 0467-88-0661 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 パート・アルバイトに年次有給休暇を付与していますか？   

2 1でYESの場合、特集記事の表の通り付与していますか？   

3 
一度に10日以上付与するパート・アルバイトについて、年間5日の時季指定義務を果たし

ていますか？ 
  

4 
パート・アルバイトの有休の計算について以下いずれの方法を用いていますか？ 

□ 所定労働時間×時間給  □ 社会保険の標準報酬日額  □ 平均賃金  □ その他（         ） 

5 パート・アルバイトの有休買取をしていますか？   

6 

5でYESの場合、どのような買取を実施していますか？ 

□ 時効消滅した分を通常計算で買取  □ 1年ごとに未消化分を通常計算で買取 

□ 時効消滅した分を定額で買取  □ その他（               ） 

7 就業規則その他において年次有給休暇の比例付与について定めがありますか？   

8 
その他年次有給休暇についてご質問事項がありましたら記入してください 

（                                      ） 


